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水道事業 経営戦略 

 

 水道事業では、10年後の目指す姿「安全・安心な水道用水の安定供給により、快適で 

安全・安心な暮らしに貢献している」を見据え、『安全・安心の徹底』に取り組みます。 

 

第 1  現状と課題  

１ 事業概要 

○ 企業局は、河川水を浄水場で浄化した水を水道事業者（市町）に供給する「水道用

水供給事業」を行っています。 

○ 「西部水道用水供給事業」では、高岡市、射水市、氷見市、小矢部市に対し、和田

川、子撫川及び境川を水源として、日量 250,000m3の水道用水を供給することを計画し

たものです。現在、和田川浄水場では日量 75,000m3、子撫川浄水場では日量 60,000m3

の給水能力を有しており、各受水団体へ給水を行っています。 

○ 「東部水道用水供給事業」では、魚津市、黒部市、入善町、朝日町における将来の

水需要に対処するため、国直轄の宇奈月ダムを水源に日量 54,000m3の水道用水を供給

することを計画したものであり、平成 13年度にダムが完成しましたが、水需要の伸び

悩みから、浄水場等の給水施設の建設を見合わせています。 

 

 

２ 事業の現状 

(1) 施設の概要（西部水道用水供給事業） 

ア  和田川（境川）水源 

境川ダムを水源とし、和田川共同水路や和田川ダムで調整を行った水を和田川浄

水場で浄水し、高岡市及び射水市の配水池まで水道用水を送り届けています。 

     [貯水施設] 境川ダム、和田川ダム、和田川共同水路 7.3km 

[浄 水 場] 和田川浄水場 

・沈殿池５池、急速ろ過池２池、浄水池４池 

[送水管路] 13.1km 

 

イ  子撫川水源 

子撫川ダムを水源とし、子撫川浄水場で浄水し、氷見市、高岡市及び小矢部市の配

水池まで水道用水を送り届けています。 

     [貯水施設] 子撫川ダム 

[浄 水 場] 子撫川浄水場 

・沈殿池２池、急速ろ過池２ユニット、浄水池１池 

[送水管路] 30.9km 

 

(2) 経営状況（令和２～６年度） 

ア 給水量・料金収入、損益収支の推移  

   ○ 計画給水量は、人口減少等を踏まえた将来の水需要を見込んで設定しており、 

緩やかに減少しています。  

○ 水道料金の体系としては、条例本則に基づく単価により料金を算定する「条例

料金制度」と、条例附則に基づき、条例施行前に受水団体が整備した施設に係る
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各年度の資金所要額に基づき料金を算定する「概算・精算料金制度」を併用して

います。 

○ 「条例料金制度」は、人口減少に伴う水需要の変化を反映させつつ、受水団体

の受益に応じた費用負担と事業の安定経営を図るため、令和４年度に、責任数量

制（使用水量に関わらず契約水量に応じて料金を徴収）から二部料金制（基本料

金、従量料金）へ移行しました。 

○ 「概算・精算料金制度」は、予算額に基づき試算した概算料金と、決算額に基

づく精算料金を徴収し、収益と費用を精算するもので、年度ごとの事業量に応じ

て変動します。 

○ 収益面では、二部料金制へ移行した令和４年度以降の収益が減少しましたが、

一定水準を維持しています。 

○ 費用面では、物価高騰や施設更新のための設計業務の増などにより動力費や薬

品費、委託費（いずれもその他）が増加している一方、人件費、減価償却費など

は横ばいか微増、支払利息は企業債の借入額の減などにより減少しています。 

○ 損益収支は、費用の増加や収益の減少により、令和４年度以降の純利益が大き

く減少しているものの、黒字を維持しています。 

 

【過去５年間の損益収支】              （単位：百万円） 

 
 

【過去５年間の損益収支（グラフ）】 
（百万円）            （ｍ3/日） 

   

R2 R3 R4 R5 R6
計画給水量（㎥／日） 106,584 104,063 103,374 102,684 101,715
料金 基本　65 基本　65 基本　65

従量　20 従量　20 従量　20
概算・精算料金 25.24 22.64 22.00 20.06 23.93

1,771 1,669 1,513 1,467 1,549
営業収益 1,665 1,541 1,406 1,362 1,440
その他 106 128 107 105 109

1,382 1,341 1,411 1,381 1,463
人件費 269 272 262 247 287
修繕費 191 151 182 156 127
減価償却費 508 488 503 510 507
支払利息 43 36 29 27 23
その他 371 394 435 441 519

純利益 389 328 102 86 86

収益

費用

条例料金（円／㎥） 6565
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イ 経営の健全性・効率性  

○ 収益性や資産の流動性を示す指標は、基準値を上回り、財務面では良好である

ものの、償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合を示す「有形固定資産

減価償却費率」や、法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す「管路経年化率」

が全国平均を上回っていることから、施設の更新が遅れていることが見てとれます。 

 

○ 主な経営指標（下段カッコ書きは全国平均値） 

※全国平均値が公表されている R5値で比較 

  R2 R5 備考 

経常収支比率（％） 128.2 106.3 
基準値 100％以上 

(111.1) (108.9) 

流動比率（％） 434.1 573.7 
基準値 100％以上 

(284.5) (303.1) 

有形固定資産 

減価償却費率（％） 

64.0 66.5 2.5％増 

※R5 値は全国平均値より 6.3％高い (57.5) (60.2) 

管路経年化率（％） 95.9 93.7 2.2％増 

※R5 値は全国平均値より 59.2％高い (30.3) (34.5) 

（各種経営指標は、巻末に記載します。） 

 

 

３ 経営環境の変化と課題 

(1) 水質管理・水供給体制等の強化 

〇 水道用水は、県民生活や産業活動を支える重要な資源であり、平常時のみならず、

災害発生時等にも安定供給が求められます。 

〇 国の水質基準の見直し（PFAS検査項目の増加）に対応した検査機能の強化に取り

組んでいますが、更なる社会的要請等により変遷する水質検査基準へ柔軟に対応し、

確実に基準を達成するための品質管理能力が求められています。 

 

(2) 人口減少等に伴う利用水量の減少への対応 

〇 人口減少や節水意識の向上、節水機器の普及などにより、水需要は減少傾向にあ

ります。 

  [実給水量] H29（前戦略策定時）：年 35,129千㎥ ⇒ R6：年 32,318千㎥（△8.0％） 

〇 安定供給を将来にわたって持続させるため、人口減少に応じた給水量と施設規模、

あるべき料金体系の検討が必要となっています。 

 

(3) 施設の耐震・老朽化への対応 

〇 現在の施設は、昭和 40 年代から 50 年代前半に整備したものが多く、送水管路の

約 98.5％が法定耐用年数（40年）を超過しています。また、送水区間のうち約 16％

が耐震適合性のない区間となっています。 

   このため、施設の耐震・老朽化に計画的に対応するため「管路更新計画（令和元

年度改定）」に基づき、耐震適合性のない区間の管路更新を優先的に実施しています

が、引き続き着実に更新を進める必要があります。 
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(4) 災害リスクへの対応 

〇 自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、大規模災害時においても浄水・送水設備の

機能が維持できるよう、設備の調査・点検・整備、管路更新を進めるとともに、機

能停止時の迅速な復旧体制づくりを推進する必要があります。 

 

(5) AIなどの先端技術の活用、DXの推進 

〇 AIを活用した管路老朽化度評価などに取り組んでいますが、持続可能な経営を目

指し、一層の業務の効率化・省力化にあたっては、先端技術の活用や DXの推進が不

可欠となっています。 

〇 また、これらの推進には、日常業務から課題を的確に見出し、デジタルで解決す

べきか否かを適切に判断する能力、そしてプロジェクトとして管理・遂行できる組

織体制の構築が求められます。 

 

(6) 脱炭素化の一層の推進 

〇 「富山県カーボンニュートラル戦略」では、「2030 年度において温室効果ガスを

53％削減する」としており、設備の更新時に省エネ設備を導入するなど、脱炭素化

の一層の推進が必要です。 

 

(7) 人材の確保と育成 

○ 人口減少下での深刻な人材難に対応するため、求める人材を明確化し、企業局の

仕事の魅力を効果的に届け、人材の確保につなげる必要があります。 

○ 職員の専門性や主体性、エンゲージメントを高め、社会経済情勢の変化に適応で

きる人材の育成や組織体制、環境整備が必要です。 
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第２ 基本経営目標 

 

１ 10年後の目指す姿 

「安全・安心な水道用水」の安定供給により、「快適で安全・安心な暮らし」に貢献して

いる。 

 

○ 水道は、暮らしに不可欠なものであり、また、その安全性が担保されることは必須

であることから、安心して利用いただける水道用水を安定的に提供することが求めら

れます。 

○ 一方で、今後の人口減少により使用量の減少が見込まれる中、高度成長期に建設し

た設備の老朽化や、自然災害の激甚・頻発化、社会要請に基づく水質検査基準の見直

しへの対応など、水道を取り巻く環境が変化する中で、安全・安心な水道用水を安定

的に供給するための対応やそれに要する費用を確保していくことが必要です。 

 ○ こうした事業の特性や今後の展望を踏まえ、県民の生活に不可欠な「安全・安心な

水道用水」を安定的に供給することで、県民の「快適で安全・安心な暮らし」に貢献

することを目指します。 

 

２ 数値目標  

(1) 水道用水の安定供給達成率：西部水道用水において受水市に安定供給した日数の割合 

   （水源等の渇水対策や受水市へ事前調整を行った断水を除く） 

年度 R7（見込） R12 R17 

達成率 100% 100% 100% 

 

(2) 水道管路の整備延長（射水線 6.7km（令和 10年代後半完了予定）の整備延長） 

年度 R7（見込） R12 R17 

整備延長 0.0km 3.0km 6.1km 
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第３ 具体的な取組み 

 

１ 安全・安心の徹底 

(1) 水質の確保 

○ 平成 28年度に策定した「水安全計画」に基づき、引き続き良質な水質管理に努め

るほか、社会的要請等により変遷する水質検査基準へ柔軟に対応する品質管理能力

と組織体制の構築に努めます。 

○ 水質異常に迅速に対応できるよう、様々な水質項目を連続的かつ自動で監視・制

御するための水質プロセス計器や自動水質監視装置等によるリアルタイムでの監視

体制の確立に取り組みます。 

 

(2) 安定給水への取り組み（耐震・老朽化への対応） 

〇 全国的に問題となっている管路の老朽化対策として、管路の耐震性や老朽化の状

況を踏まえ策定した「管路更新計画」に基づき、計画的に管路更新を行い、安定供

水を図ります。 

今後は、一部の区間に耐震適合性のない管路がある射水市への水道管路（①和田

川浄水場～日の宮配水池 6.0km、②和田川浄水場～上野配水池 7.1km、計 13.1ｋｍ）

の更新を行います。更新に当たっては、２系統ある管路を集約化し１本とするとと

もに、管径もダウンサイジングすることにより、工事費の圧縮や運営コストの縮減

を図ります。 

○ 施設・管路台帳の一元管理による緊急時の早期復旧など、維持管理の効率化に努

めます。 

〇 老朽化した和田川浄水場のリプレース（全面的更新）等の検討を進めます。 

 

(3) 災害発生時への対応 

〇 漏水事故や浄水場における浄水処理不能等の事故が発生した場合、「災害等対策マ

ニュアル」に基づき、状況に応じ受水団体の給水車への給水を実施するなど受水団

体との連携により県民生活への影響を最小限にとどめるとともに、迅速な復旧に努

めます。また、当該マニュアルは、毎年見直しを行い、実効性の維持に努めます。 

○ 地震、水質悪化、渇水等の非常時の連絡体制、自己水源転換等の緊急時対応につ

いて、相互の連携を定めた受水団体との災害時応援協定の締結の検討を進め、災害

対応力の向上に努めます。 

〇 漏水や災害発生時の早期復旧と事業継続性の確保を図るため、全送水管に対応し

た補修資材を計画的に備蓄するとともに、他県との相互支援体制を整備します。あ

わせて関係団体との連携訓練や研修を継続的に実施し、危機対応力強化とレジリエ

ンス向上を推進します。 

 

２ 持続可能性を高める経営努力 

(1) 経営基盤の強化 

  ○ 将来にわたり、安全で安心な水道用水の安定供給を維持するため、DXの推進と業

務効率化によりコスト削減を進めるともに、人口減少に応じた給水量・施設規模、

適切な料金体系のあり方について関係市とともに検討を進めます。 

〇 東部水道水源の宇奈月ダム（54,000㎥/日）、西部水道水源の境川ダム（115,000㎥

/日）が未活用となっているため、暫定的な活用について検討を進めます。 
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(2) 先端技術の活用、DXの推進 

  〇 施設ごとの仕様や工事・補修履歴等を一元管理できる「施設台帳システム」、「管

路台帳システム」の構築を通し、維持管理の業務効率化を図ります。 

〇 IoT 技術を活用した漏水検知システムの導入等の活用の検討を進めるとともに、

台帳管理等を含む水道施設情報の受水団体との共有化を推進し、災害時の迅速な復

旧、維持管理の効率化およびコスト縮減を図ります。 

 

(3) 脱炭素化への更なる貢献 

○ 水道設備の更新時に、高効率設備やポンプのエネルギー消費を抑制するインバー

ター等をはじめとした省エネ設備を積極的に導入します。 

〇 和田川浄水場で使用する電気について、県営水力発電由来の電力の供給を受ける

とともに、水道用水の落差を活用したマイクロ水力発電の研究を進め、再生可能エ

ネルギーの導入拡大に努めます。 

 

(4) 組織づくり 

○ 人材確保に向け、採用ターゲットを明確にしたうえで知事部局の広報担当と連携

し、企業局の仕事内容・働き方・地域貢献を効果的に発信して求職者へ魅力を訴求

します。 

○ 知事部局の人事担当や人事委員会と連携し、大学・高校等からインターン生を積

極的に受け入れ、職務の魅力を体験してもらい、採用につなげます。また、職員自

身が業務内容や県民への貢献をインターン生に説明する過程を通じ、各自の役割や

使命を再認識する機会とします。 

○ 知事部局の DX 推進担当と連携し、研修等を通じて職員の DX に関する知識の補充・

強化に努めるとともに、DX により解決できる課題を洗い出し、プロジェクトとして管

理・遂行するための支援体制を構築します。 

○ 企業局内の組織体制を見直し、業務の効率化と組織マネジメントの強化を図りま

す。また、職員交流や情報交換をしやすい環境整備に努め、職員のエンゲージメン

トを高めます。 
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第４ 投資・財政計画（収支計画） 

 

１ 事業量 

○ 計画給水量は、今後の人口減少を踏まえた受水４市との取り決めに基づき試算し

ました。また、条例料金の単価は、基本料金（固定費）、従量料金（変動費）とも同

額とし、概算・精算料金の単価は、前年度の額に前年度と当該年度の営業費用（減

価償却費を除く）の増減率を乗じて試算しました。 

 

２ 収益的収支 

 ○ 計画給水量の減に伴う収益の減少や、更新管路の供用開始に伴う減価償却の発生

などによる営業費用の増に伴い、営業利益は令和 10年度には赤字に転じ、以降も赤

字幅は拡大する見込みです。ただし、過去の工事で受け入れた補助金相当分（長期

前受金戻入）を営業外収益として計上することなどから、各年度の純利益は黒字と

なる見込みです。 

 

(1) 営業収益 

○ 給水収益「条例料金分」は、人口減少による給水量の減により、10年間で約 5.3％

の減少が見込まれます（R7：9.1億円 → R17:8.6億円）。 

また、給水収益「概算・精算料金分」は、計画期間を通じて毎年約６億円の収益

が見込まれます。 

給水収益全体では、約 1.3％の減少となる見込みです。 

 

(2) 営業費用 

○ 物価上昇を織り込んだ試算の結果、営業費用は年々増加し、計画期間中は約 8.3％

上昇し、R17年度には約 15.9億円と見込んでいます（R7見込：14.7億円）。 

〇 維持管理費：動力費や薬品費、修繕費、委託費は、計画給水量の減に伴い減少が

見込まれるものの、物価上昇により、年々増加し、過去５年平均と比べると、R17

では約 0.8億円増加する見込みです（R3-7平均：4.6億円）。 

○ 減価償却費：これまで更新工事を進めていた管路の供用開始などにより、年々増

加し、R17では約 1.1億円増加する見込みです（R7見込:5.1億円）。 

 

(3) 営業外収益、営業外費用 

〇 営業外収益は、水質検査受託収入の増や長期前受金等の戻入により、令和９年度

に約 60 百万円増加する見込みです。一方で、金利の上昇による支払利息の増によ

り、営業外費用は 10年間で約 2.5倍の 67百万円となる見込みです。 

 

(4) 特別利益、特別損失 

○ 特段の見込みはありません。 
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３ 資本的収支 

(1) 収入 

○ 令和８年度、９年度は、氷見線と射水線の管路更新工事や大型設備の更新があるこ

とから、その財源として企業債の借入れにより、それぞれ約 8.9 億円、10.6億円の収

入となりますが、氷見線の管路更新工事の終了や近年の借入金利の増を踏まえた企業

債借入れの抑制により、令和 10年度以降は７億～８億円となる見通しです。 

 

(2) 支出 

○ 建設改良費：令和８年度、９年度は、氷見線と射水線の管路更新工事や大型設備

の更新により、それぞれ約 14.3億円、16.1億円の支出となりますが、氷見線の管

路更新工事が終了することから令和 10 年度以降は７億～９億円となる見通しです。 

○ 企業債の償還金：過去に借り入れた企業債の償還期間が到来することから、償還

額は年々増加し、令和 17年度には約 4.9 億円を償還する予定としています。（R7見

込：3.1億円） 

 

４ 総資金収支 

○ 令和８年度、９年度については建設改良費（管路更新工事など）が大きいことか

ら、約 2.5～3.5 億円のマイナスとなるものの、氷見線の管路更新工事が終了する

ことから令和 10 年度以降はプラスに転じ、計画期間トータルでも約１億円プラス

となる見通しです。 

 

５ 借入金残高  

○ 内部資金の活用などにより企業債の借入れをできるだけ抑えることとしていま

すが、氷見線に続いて射水線の管路更新工事に着手するなど大型工事が続くことか

ら、借入金残高は R17 年度末には 67 億円と、R7 年度末の 36 億円の約２倍となる

見通しです。 
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投資・財政計画表 

 

 

R7 R8 R9 R10 R11 R12
(365日) (365日) (366日) (365日) (365日) (365日)

101,304 100,614 99,924 99,234 98,544 97,854

＜収益的収支（３条収支）＞ （単位：百万円）

営業収益（給水収益） 1,498 1,518 1,471 1,482 1,497 1,472

営業費用 1,472 1,419 1,450 1,495 1,523 1,532

人件費 271 276 279 283 286 290

動力費 71 70 70 70 70 71

薬品費 66 48 48 48 48 48

修繕費 184 164 169 174 179 184

委託費 212 184 186 188 190 192

市町村交付金 61 59 59 56 54 52

減価償却費（B） 514 531 533 548 606 604

固定資産除却損（C） 17 1 10 32 13 16

その他営業費用 76 86 97 96 76 76

営業利益 27 99 22 -13 -26 -60

営業外収益 125 128 185 186 188 189

財務収益 18 19 19 19 19 19

長期前受金等戻入（D） 78 78 134 136 137 139

その他営業外収益 28 31 31 31 31 31

営業外費用 26 30 42 50 63 65

財務費用 21 22 34 41 54 57

その他営業外費用 5 8 8 8 9 9

経常利益 126 197 164 124 99 65

特別利益 0 0 0 0 0 0

特別損失 8 0 0 0 0 0

当期純利益（A） 118 197 164 124 99 65

↓損益計算書ベースの数値を現金ベースに補正

570 652 572 568 580 545

＜資本的収支（４条収支）＞

R7 R8 R9 R10 R11 R12

４条収入 803 890 1,064 743 781 716

企業債等 562 870 1,064 735 764 690

工事負担金 242 20 0 8 17 26

４条支出 1,559 1,786 1,992 1,190 1,251 1,123

建設改良費 1,242 1,428 1,610 841 908 741

企業債等償還金 317 358 382 349 342 382

４条収支（ａ） -755 -895 -928 -447 -470 -408

↓４条収支は現金ベースであるため、そのまま採用

-755 -895 -928 -447 -470 -408

＜資金収支＞

-185 -243 -356 121 110 137

（参考）各年度末資金在高 2,922 2,679 2,324 2,444 2,554 2,691

＜企業債残高＞

R7 R8 R9 R10 R11 R12

3,578 4,054 4,699 5,048 5,430 5,696

区　　　　　　分

残高

R7区　　　　　　分

３条資金収支
（①＝A＋B＋C－D）

区　　　　　　分

４条資金収支
（②＝ａ）

総資金収支
（①＋②）

R8 R9 R10 R11 R12

一日あたりの計画給水量(㎥/日)

区　　　　　　分
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R13 R14 R15 R16 R17
(366日) (365日) (365日) (365日) (366日)

97,164 96,474 95,784 95,094 94,404

＜収益的収支（３条収支）＞ （単位：百万円）

営業収益（給水収益） 1,476 1,470 1,471 1,473 1,478

営業費用 1,531 1,546 1,560 1,581 1,594

人件費 293 296 299 302 304

動力費 71 71 71 71 71

薬品費 48 48 48 49 49

修繕費 189 194 200 205 211

委託費 194 196 198 200 202

市町村交付金 50 49 47 45 43

減価償却費（B） 601 606 610 619 625

固定資産除却損（C） 9 9 11 13 11

その他営業費用 77 77 77 77 78

営業利益 -55 -75 -88 -107 -116

営業外収益 191 192 194 196 198

財務収益 19 19 19 19 19

長期前受金等戻入（D） 141 142 144 145 147

その他営業外収益 31 31 31 31 31

営業外費用 66 65 65 65 67

財務費用 57 56 56 56 58

その他営業外費用 9 9 9 9 9

経常利益 70 52 41 24 15

特別利益 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0

当期純利益（A） 70 52 41 24 15

↓損益計算書ベースの数値を現金ベースに補正

540 526 518 510 504

＜資本的収支（４条収支）＞

R13 R14 R15 R16 R17

４条収入 737 779 825 818 827

企業債等 692 714 740 713 703

工事負担金 45 65 85 105 124

４条支出 1,173 1,252 1,298 1,268 1,261

建設改良費 740 780 853 794 764

企業債等償還金 433 472 444 474 496

４条収支（ａ） -436 -472 -473 -451 -434

↓４条収支は現金ベースであるため、そのまま採用

-436 -472 -473 -451 -434

＜資金収支＞

104 54 45 59 70

（参考）各年度末資金在高 2,795 2,849 2,894 2,953 3,023

＜企業債残高＞

R13 R14 R15 R16 R17

5,913 6,112 6,362 6,555 6,715

区　　　　　　分

残高

R14 R15 R16 R17区　　　　　　分

３条資金収支
（①＝A＋B＋C－D）

区　　　　　　分

４条資金収支
（②＝ａ）

総資金収支
（①＋②）

R13

一日あたりの計画給水量(㎥/日)

区　　　　　　分
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【参考資料 編】 

 

１ 沿革  

○ 県営水道用水供給事業は、昭和 37年に認可され、昭和 43年から、高岡市、旧新湊

市及び旧小杉町に水道用水を供給した和田川水道用水供給事業に始まります。 

○ その後、県西部の水需要に対応するため、給水量や給水区域を拡大し、現在は、西

部水道用水供給事業として、和田川浄水場及び子撫川浄水場から高岡市、射水市、氷

見市及び小矢部市に水道用水を供給しています。 

○ なお、県東部において、平成 11 年に東部水道用水供給事業が認可を受けましたが、

水需要が伸び悩んでいることから、浄水場等の給水施設の建設を見合わせています。

このほか、昭和 49年に熊野川水道用水供給事業の認可を受けましたが、その後、事業

を見直し、平成 27 年度末に廃止しました。 

 

(1) 事業の概要 （西部水道用水供給事業 令和７年４月１日現在） 

        
※和田川浄水場の水源は境川ダムで、和田川ダムでは水量調整を行っています。 

 

【令和６年度水道用水供給実績】                  （単位：㎥） 

   高岡市 射水市 氷見市 小部市 合計 

計画給水量 18,909,931 10,998,180 5,589,950 1,729,980 37,228,041 

送水実績 14,883,055 10,627,605 5,012,615 1,794,231 32,317,506 

 

【過去５年間の給水量及び料金収入】 ※契約水量は平均値 

 

事   業   名  西部水道用水供給事業 東部水道用水供給事業 

河 川 名 等 和田川・境川  子撫川 黒部川 

計画給水量  (m3/日) 190,000 60,000 54,000 

現在給水能力 (m3/日) 75,000 60,000 - 

現在給水量  (m3/日) 69,972 31,332 - 

給水開始年月   S43.7  S54.4 未定 

総 事 業 費 (百万円) 59,099 15,041 

水 

源 

内 

容 

ダ ム 名   和田川ダム※ 境川ダム※  子撫川ダム 宇奈月ダム 

ダム型式   重力式コンクリート 重力式コンクリート ロックフィル 重力式コンクリート 

事 業 主 体   富山県 富山県  富山県 国土交通省 

全体事業費 (百万円) 828 38,497 5,999 173,703 

工 期 (年度) S38～S42 S51～H 5  S47～S53 S54～H13 

水道負担率 (%) 8.15 21.9  29.6 3.1 

水道負担額  (百万円)  68 8,431 1,776  5,433 

給  水  区  域 

    計画給水量 現在給水量 計画給水量 

高   岡   市 条例料金 85,000 11,518 魚 津 市  18,000 

  精算料金 40,000 40,000 黒 部 市  22,000 

射   水   市 条例料金 50,000 9,972 入 善 町   8,000 

  精算料金 20,000 20,000 朝 日 町   6,000 

氷   見   市 条例料金 30,000 15,155  

小 矢 部 市  条例料金  25,000   4,659    

  計   250,000 101,304 計     54,000 

浄
水
場 

浄水場名等 和田川浄水場 - 子撫川浄水場 - 

所 在 地 高岡市島新 137 - 小矢部市森屋 100 - 

施 設 面 積 
土 地 39,787 ㎡ - 28,478 ㎡   

施 設  1,280 ㎡ -  2,260 ㎡   

 

R2 R3 R4 R5 R6

和田川 71,289 70,612 70,452 70,292 70,132

子撫川 35,587 33,452 32,922 33,392 31,863

計 106,876 104,064 103,374 103,684 101,995

前年度比(％) 100.0 97.4 99.3 100.3 98.4

和田川 21,899,470 21,610,483 21,380,820 21,433,802 21,281,892

子撫川 12,288,540 11,702,510 11,629,071 11,526,668 11,035,614

計 34,188,010 33,312,993 33,009,891 32,960,470 32,317,506

前年度比(％) 100.5 97.4 99.1 99.9 98.0

1,664,802 1,541,188 1,406,027 1,362,209 1,440,093

102.6 92.6 91.2 96.9 105.7

年　度

料金収入（千円）

前年度比（％）

契約
水量

(㎥/日)

年間実
給水量
(㎥/日)
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(2) 事業の規模    

ア 配水能力 

事業規模を全国の府県営水道用水供給事業者と比較すると、20 府県中、配水能力

は 16位です。 

 

【全国(府県営)の水道用水供給事業者との比較】(令和５年度)  

区  分 富山県 （順位） 全国平均 

現在配水能力（m3/日） 136,000（16） 486,515 

配水量（m3/日） 90,056（16） 310,453 

現在給水人口（人） 294,745（18） 1,669,962 

（出典：地方公営企業年鑑(令和５年度）) 

 

イ 給水量 

富山県における年間実給水量（各市町上水道の計）のうち、企業局が給水してい

る量は約３割を占めています。 

（単位：百万㎥） 

区  分 R3 R4 R5 

富山県における年間実給水量 112 109 108 

企業局の年間実給水量 35 33 32 

（出典：地方公営企業年鑑(令和５年度）) 

 

ウ 工事費の推移（過去５年間）  (単位：百万円) 

 
【参考：近年の大規模工事】 

R４  和田川浄水場 上水高速沈殿池機械設備修繕工事 

R５～ 西部水道用水供給事業送水本線上野工区管路移設 

 

２ 契約水量と料金の沿革 

（1）現行の料金体系となった経緯   

  ○ 西部水道用水供給事業の料金は、子撫川浄水場の給水開始時（昭和 54年４月）に

設定された条例料金と、和田川浄水場からの給水開始当初（昭和 43年７月）からの

概算・精算料金（条例の附則による経過措置）からなります。 

○ 概算・精算料金は、昭和 43年当時、給水開始時の水量が少なく、経営状況が厳し

くなると想定されたため、和田川浄水場から受水団体の配水池までの送水管等を受

水団体が布設（現射水市への送水管の一部は県が布設）し、企業債元利償還金や管

理費等を、受水団体が契約水量の割合により単年度で毎年負担することとなったも

区  分 R2 R3 R4 R5 R6 平  均

修 繕 工 事 191 151 182 156 127 161

建 設 改 良 工 事 634 278 743 191 763 522

計 825 429 925 347 890 -
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のです。 

 

（2）契約水量と料金の推移   

  【責任水量制（～令和３年度）】   

  ○ 県と受水団体が水道用水受給協定を締結し、料金は、契約水量（基本水量）に

料金単価を乗じて算定する責任水量制を採ってきました。 

○ 契約水量については、子撫川浄水場の給水開始当時の計画に基づき、昭和 54

年度の 81,500 ㎥/日から平成 10 年度の 115,750 ㎥/日まで段階的に増加しまし

た。その後、受水団体の水需要が伸び悩んだことから、19年度までは水量を据え

置き、20年度以降段階的に減少し、令和３年度の水量は 104,064 ㎥/日となりま

した（契約水量には概算・精算料金分を含む。）。 

○ 料金単価は、昭和 54年度には１㎥当たり 40円でしたが、損益会計の赤字が続

き、累積欠損金を生じたため順次引き上げを行いましたが、その後、累積欠損金

の解消に伴って平成 13 年度から 15 年度までの１㎥当たり 95 円をピークに、16

年度から５回にわたって引き下げを行い、26年度から令和３年度までの単価は、

１㎥当たり 65 円でした（料金には消費税は含みません。）。 

 
 ※ 契約水量には概算・精算料金分を含む。超過料金は、料金の２倍の金額 

 

【二部料金制（令和４年度～）】 

 ○ 西部水道用水供給事業の条例料金制度については、今後も人口減少等に伴い水

需要が減少していく見込みであることなどから、受水団体とも協議の上、令和４

年度からは、今後の水需要の変化に柔軟に対応し、かつ、受水団体と企業局の安

定経営に資するよう、「基本料金」と「従量料金」からなる二部料金制へ移行しま

した。 

○ なお、料金単価は、基本料金（使用水量の変動に関わらず一定額を負担）を１

㎥当たり 60 円、従量料金（使用水量に応じて負担）を１㎥当たり 20 円としてお

ります（料金には消費税は含みません。）。 

 
 

年度 H16～ H18～ H20～ H23～ H26～ H30～ R３ 

契約水量(㎥/日) 115,750 115,750 113,560 110,885 109,868 106,876 104,064 

料金単価(円/㎥) 90 85 75 70 65 65 65 

 

年度 R4 R5 R6 R7 R8 

契約水量(㎥/日) 103,374 102,684 101,994 101,304 100,614 

料金単価(円/㎥) 基本60 

従量20       

基本60 

従量20 

基本60 

従量20 

基本60 

従量20 

基本60 

従量20 
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３ 経営状況等(令和２～６年度)   

ア 財務状況 

水道事業貸借対照表（令和７年３月 31日現在） 

 
 

貸借対照表の推移 

 
 

（単位：千円）

借　　　　　方 貸　　　　　方

固 定 資 産 21,630,201 固 定 負 債 5,328,687

１ 水 道 事 業 固 定 資 産 11,500,026 １ 企 業 債 3,066,156

事 業 設 備 34,650,603 ２ 他 会 計 借 入 金 1,313,694

減 価 償 却 累 計 額 △ 23,180,864 ３ 引 当 金 948,836

業 務 設 備 73,946 退 職 給 付 引 当 金 212,243

減 価 償 却 累 計 額 △ 43,660 修 繕 引 当 金 736,593

２ 固 定 資 産 仮 勘 定 10,123,525 流 動 負 債 856,247

３ 投 資 そ の 他 の 資 産 6,650 １ 企 業 債 296,592

２ 他 会 計 借 入 金

２ 未 払 金 385,387

流 動 資 産 3,482,000 ３ 未 払 費 用 149,531

１ 現 金 預 金 3,226,392 ４ 預 り 金 251

２ 未 収 金 126,386 ５ 引 当 金 24,486

３ 諸 未 収 入 金 94,901 賞 与 引 当 金 20,718

４ 貯 蔵 品 5,907 法 定 厚 生 費 引 当 金 3,768

５ 前 払 費 用 250 繰 延 収 益 2,617,323

６ 前 払 金 28,164 長 期 前 受 金 5,244,571

収 益 化 累 計 額 △ 2,627,248

資　本　金 10,978,973

１ 固 有 資 本 金 540

２ 出 資 金 7,512,817

３ 組 入 資 本 金 3,465,617

剰　余　金 5,330,970

１ 資 本 剰 余 金 2,745,112

国 庫 補 助 金 2,743,630

他 会 計 補 助 金 1,482

２ 利 益 剰 余 金 2,585,858

建 設 改 良 積 立 金 2,334,000

当 年 度 未 処 分利 益剰 余金 251,858

資 産 合 計 25,112,200 負債資本合計 25,112,200
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イ 各種経営指標 ※R6 全国平均値は空欄（３月頃公表）  

① 経常収支比率  

経常収支比率は、100%を超えており、事業の収益力は高い状態で安定しています。 

 
 

② 累積欠損金比率 

過去に「熊野川水道用水供給事業」を廃止したことに伴い、欠損金が発生しました

が（平成 27年度）、資本剰余金を元手に欠損金を解消しました。これ以降、欠損金は

発生しておらず、経営の健全性は確保されています。 

 
 

③ 流動比率 

 過去５年において 100％を超えており、短期的な支払能力は確保されています。 
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④ 自己資本構成比率 

全国平均値を下回っていますが、一定の水準を維持しています。 

 
 

⑤ 企業債残高対給水収益比率 

二部料金制への移行に伴い、分母である給水収益が減少したことにより、令和４年

度より全国平均値を上回っています。金利上昇局面であることからも、今後、企業債

の借入れは一層慎重に検討する必要があります。 

 
 

⑥ 料金回収率 

令和４年度より全国平均値を下回っていますが、100％以上の水準を維持しています。 
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⑦ 給水原価 ※給水量１㎥あたりの費用 

給水原価は全国平均を大きく下回っています。原価内訳のいずれの項目でも全国

平均値を下回っていますが、人件費や減価償却費など固定費の占める割合が高い

状況にあります。 

  
 

【給水原価の全国平均】(令和５年度) 

 
 

 

⑧ 施設利用率 

全国平均値を上回り、経年比較においても 65%前後であり、適正な規模となって

います。 

    
  

区　分
富山県

（円／㎥）
割合

（％）
全国平均

（円／㎥）
割合

（％）

人件費 7.56 19.1% 9.22 12.1%

修繕費 4.72 11.9% 11.26 14.8%

減価償却費 13.08 33.1% 17.76 23.3%

支払利息 0.82 2.1% 3.22 4.2%

委託費 5.14 13.0% 11.92 15.6%

その他 8.19 20.8% 22.87 30.0%

計 39.51 100.0% 76.25 100.0%

【令和５年度給水原価内訳】 

 

水 1㎥当たり 

39.5 円 
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⑨ 有形固定資産減価償却率 

全国平均値を継続的に上回り、かつ数値が毎年上昇しており、施設の更新の遅れ

が課題となっています。 

 
 

⑩ 管路経年化率 

全国平均値を上回る高い水準で推移しており、施設の老朽化が課題となっています。 

   
 

(3) 組織及び人員 

水道事業における職員の配置状況は次のとおりです。（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務職 電気職 土木職 水質職 現業職 所属計 

経 営 管 理 課 2 1 0 0 0 3 

水 道 課 3 4 2 1 0 10 

本 局 計 5 5 2 1 0 13 

和田川水道管理所 0 10 0 8 1 19 

出 先 機 関 計 0 10 0 8 1 19 

職 種 別 計 5 15 2 9 1 32 


